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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

2 章以

降 

（⾚枠を修正） ⽬

次 

2 章以

降 

 

 

  

⽬

次 

2 章以

降 

（⾚枠を修正） ⽬

次 

2 章以

降 

 

  

10 上から

7 ⾏⽬ 

 他⽅、肺がん、良性⽯綿胸⽔（胸膜炎）、び

まん性胸膜肥厚、その亜型である円形無気肺

は、⽯綿ばく露以外の原因によっても⽣じる

ので、⽯綿に⾮特異的な疾患である。⽯綿肺

は⽯綿ばく露によってのみ⽣じるじん肺の⼀

種である（図 2-2 参照）。 

10 上から

7 ⾏⽬ 

 他⽅、肺がん、びまん性胸膜肥厚、その亜

型である円形無気肺は、⽯綿ばく露以外の原

因によっても⽣じるので、⽯綿に⾮特異的な

疾患である。良性⽯綿胸⽔（胸膜炎）は⽯綿

によるものであるが、良性胸⽔（胸膜炎）⾃

体は⽯綿以外の原因が多い。また、⽯綿肺は

⽯綿ばく露によってのみ⽣じるじん肺の⼀種

である（図 2-2 参照）。 

34 章タイ

トル 

事前調査及び分析調査の実施 34 章タイ

トル 

事前調査の実施 

39 図 2―4 

上段 

（⾚枠を追記） 39 図 2―4 

上段 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
43 表 2-3 （⾚枠を修正） 43 表 2-3  

  

44 表 2-3 （⾚枠を部分を修正） 44 表 2-3  

  

46 上から

6 ⾏⽬ 

 建築⽤仕上塗材・下地調整塗材（例）を表

2-5 に⽰す。 

46 上から

6 ⾏⽬ 

 建築⽤仕上塗材・建築⽤下地調整塗材（例）

を表 2-5 に⽰す。 

48 上から

13 ⾏⽬

以降 

４．試料採取と分析⽅法 

（以降 57 ページまで削除） 

48 上から

13 ⾏⽬

以降 

  

58 上から

1 ⾏⽬ 

５．事前調査結果等報告の記載事項 49 上から

1 ⾏⽬ 

４．事前調査結果等報告の記載事項 

58 図 2-12 （⾚枠を追記・変更） 49 図 2-12  

 

 

59-

63 

⾴ （削除）    

64 上 か ら

1 ⾏⽬ 

６．事前調査結果の労働基準監督署⻑への報

告 

50 上 か ら

1 ⾏⽬ 

５．事前調査結果の報告 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
64 下段囲

み 

（削除） 50   

64

の 

次⾴ 

 （ページを追加） 51  （図 2-13 を追加） 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
66 図 3-1 （⾚枠を修正） 53 図 3-1  

  
71 下から

4 ⾏⽬ 

② ・・・・（集じん・排気装置）を点検する。 58 下から

4 ⾏⽬ 

② ・・・・（集じん・排気装置）を１か⽉を

超えない期間ごとに点検する。 

77 図 3-8 （⾚枠を修正） 64 図 3-8  

  

106 上から

3 ⾏⽬ 

イ ヘラ、ケレン棒⼜はスクレーパー等

で・・・・ 

93 上から

3 ⾏⽬ 

イ ケレン棒⼜はスクレーパー等で・・・・ 

106 図 3-46 写真 3-46 ヘラによる除去作業（例） 93 図 3-46 写真 3-46 ケレン棒による除去作業（例） 

110 上から

17 ⾏⽬ 

例えば、作業場所内の空気を 15 分間で１時

間あたり・・・・ 

97 上から

17 ⾏⽬ 

例えば、作業場所内の空気を 15 分間で１回、

１時間あたり・・・・ 

116 下から

4 ⾏⽬ 

⼀⽅、⽯綿則第６条の２項では・・・・ 103 下から

4 ⾏⽬ 

⼀⽅、⽯綿則第６条の１項では・・・・ 

118 上から

4 ⾏⽬ 

① ・・・・（表 3-7（P81）①）・・・・ 

② ・・・・表 3-7（P81）・・・・ 

105 上から

4 ⾏⽬ 

① ・・・・（表 3-7（P68）①）・・・・ 

② ・・・・表 3-7（P68）・・・・ 

119 下から

12 ⾏⽬ 

①  養⽣設置時は表 3-7（P81）①〜③の呼

吸⽤保護具・・・・ 

106 下から

12 ⾏⽬ 

①  養⽣設置時は表 3-7（P68）①の呼吸⽤

保護具・・・・ 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
120 表 3-9 

⽯綿処

理 

① バック内空気を吸引、・・・・ 107 表 3-9 

⽯綿処

理 

① バッグ内空気を吸引、・・・・ 

122 上から

4 ⾏⽬ 

 

①  ・・・・（表 3-7（P81）①〜③参照）、・・・・ 

② ・・・・（表 3-7（P81）①〜④参照）、・・・・ 

109 上から

4 ⾏⽬ 

 

① ・・・・（表 3-7（P68）①〜③参照）、・・・・ 

② ・・・・（表 3-7（P68）①〜④参照）、・・・・ 

122 下から

2 ⾏⽬ 

 ・・・・表 3-7（P81）①〜③の・・・・ 109 下から

2 ⾏⽬ 

 ・・・・表 3-7（P68）①〜③の・・・・ 

 

124 下から

14 ⾏⽬ 

 ・・・・（表 3-7（P81）①〜③参照）、・・・・ 111 下から

13 ⾏⽬ 

 ・・・・（表 3-7（P68）①〜③参照）、・・・・ 

129 上から

10 ⾏⽬ 

② 具体的には、「第３章 7（９）廃棄物の⼀

時保管と搬出」（P114）に準じる。 

116 上から

10 ⾏⽬ 

② 具体的には、「第３章 7（９）廃棄物の⼀

時保管と搬出」（P101）に準じる。 

129 表 3-13 （⾚枠を追加） 116 表 3-13  
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
137 

138 

137 と

138 の

間に追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 ページ

追加 

(4）⽯綿含有仕上塗材の除去における⽯
綿⾶散防⽌ 

⽯綿含有仕上塗材の除去等作業について

は、令和２（2020）年５⽉の⼤気汚染防⽌法

の改正により施⼯⽅法にかかわらず規制対象

とされるとともに、作業基準が設けられ、仕

上塗材特有の周辺環境への⽯綿⾶散防⽌⽅法

が⽰された。なお、⽯綿則においては従前か

ら規制対象であったが、令和２（2020）年７

⽉の⽯綿則の改正において、施⼯⽅法にかか

わらず「吹付けられている⽯綿等」から除か

れることとなり、仕上塗材の除去に係る措置

が定められた。 

⽯綿含有仕上塗材に係る具体的な措置とし

ては、建築物等の解体等⼯事時には⽯綿有無

の事前調査の実施及び都道府県や労働基準監

督署へ事前調査結果の報告を⾏い、⽯綿を 0.1

重量％超えて含有する場合は、建築物等の解

体等⼯事時に⽯綿含有仕上塗材として除去を

⾏い、廃棄物処理法に基づいて⽯綿含有廃棄

物として処理する必要がある。 

⽯綿則による作業の規制事項として、作業計

画の作成及び作業者への周知、除去等に係る

措置、⽯綿作業主任者の選任、保護具の使⽤、

各種掲⽰・表⽰（⼀部は安衛則、通達）、除去

に係る措置の遵守、記録の保存等があり、作

業者は全員が⽯綿特別教育（⽯綿使⽤建築物

等解体等業務特別教育）を受講している必要

がある。また、⽴⼊禁⽌措置については、作

業場を離れる時や帰宅する時においても作業

場へ関係者以外が⽴ち⼊らないように封鎖を

する。 

また、令和５年８⽉の法改正において、⽯

綿含有仕上塗材の除去については、「⽯綿等を

湿潤な状態のものとすること。除じん性能を

有する電動⼯具を使⽤すること」と⽯綿等の 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
139 表 3-17 （⾚枠を追加） 127 表 3-17  

  
144 上から

22 ⾏⽬ 

防護服等及び表 3-7（P81）①、②の呼吸⽤保

護具を使⽤する 

132 上から

22 ⾏⽬ 

防護服等及び表 3-7（P68）破砕を伴う場合は

①、破砕を伴わない場合は①〜③の呼吸⽤保

護具を使⽤する 

153 上から

3 ⾏⽬ 

 なお、測定⽅法については、アスベストモ

ニタリングマニュアル（4.1 版、平成 29 年７

⽉）及び建築改修⼯事監理指針（国⼟交通省

⼤⾂官房官庁営繕部監修 令和元年版 下巻）

を参照されたい。 

 ・・・・ 

 参考として、表 3-22 に「建築改修⼯事監理

指針 令和元年版（下巻）」による測定の区分

を⽰す。 

141 上から

3 ⾏⽬ 

 なお、測定⽅法については、アスベストモ

ニタリングマニュアル（4.2 版、令和４年３

⽉）及び建築改修⼯事監理指針（国⼟交通省

⼤⾂官房官庁営繕部監修 令和４年版 下巻）

を参照されたい。 

 ・・・・ 

 参考として、表 3-22 に「建築改修⼯事監理

指針 令和４年版（下巻）」による測定の区分

を⽰す。 

163 下から

3 ⾏⽬ 

する空気呼吸器、酸素呼吸器⼜は送気マスク

である。 

 酸素呼吸器としては、・・・・ 

151 下から

2 ⾏⽬ 

する空気呼吸器⼜は送気マスクである。 

 送気マスクとしては、・・・・ 

168 上から

9 ⾏⽬ 

⑨ ・・・・有害性の⾼い粉じんに対して⼗

分な性能が得られないものもあるため、⽯

綿を取り扱う作業では使⽤できない。 

156 上から

9 ⾏⽬ 

⑨ ・・・・有害性の⾼い粉じんに対して⼗

分な性能が得られるものを使⽤する。 

169 上から

7 ⾏⽬ 

⑧ ⾯体を装着する際はその都度、シールチ

ェック（フィットチェック）を⾏う。 

以下同じ P.171／172／174／176／177 

157 上から

7 ⾏⽬ 

⑧ ⾯体を装着する際はその都度、シールチ

ェックを⾏う。 

以下同じ P.159／160／162／164／165 

180 上 か ら

6 ⾏⽬ 

 防護服等の選定にあたっては、表 1-3

（P166）に⽰すとおりである。 

168 上 か ら

6 ⾏⽬ 

 防護服等の選定にあたっては、表 1-3

（P154）に⽰すとおりである。 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
180 下 か ら

2 ⾏⽬ 

 ・・・・セキュリティーゾーン（P96）を経

由して⾏う。 

168 下 か ら

2 ⾏⽬ 

 ・・・・セキュリティーゾーン（P83）を経

由して⾏う。 

197 2 ⾏⽬ （改正令和４年４⽉ 15 ⽇厚⽣労働省令第 82

号） 

185 2 ⾏⽬ （改正令和５年８⽉ 29 ⽇厚⽣労働省令第

105 号） 

198 第 3条 第３条（事前調査及び分析調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業者は、・・・・ 

 

 

 

 

186 第 3条 第３条（事前調査及び分析調査） 

４ 事業者は、事前調査については、前項各

号に規定する場合を除き、適切に当該調査

を実施するために必要な知識を有する者と

して厚⽣労働⼤⾂が定めるものに⾏わせな

ければならない。ただし、⽯綿等が使⽤さ

れているおそれが⾼いものとして厚⽣労働

⼤⾂が定める⼯作物以外の⼯作物の解体等

の作業に係る事前調査については、塗料そ

の他の⽯綿等が使⽤されているおそれがあ

る材料の除去等の作業に係るものに限る。

（施⾏⽇ 令和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇） 

５ 事業者は、・・・・ 

６ 事業者は、分析調査については、適切に

分析調査を実施するために必要な知識及び

技能を有する者として厚⽣労働⼤⾂が定め

るものに⾏わせなければならない。 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
198 第 3条 ５ 事業者は、事前調査⼜は分析調査（以下

「事前調査等」という。）を⾏ったときは、

当該事前調査等の結果に基づき、次に掲げ

る事項（第 3 項第 3 号から第 8 号までの場

合においては、第 1 号から第 4 号までに掲

げる事項に限る。）の記録を作成し、これを

事前調査を終了した⽇（分析調査を⾏った

場合にあっては、解体等の作業に係る全て

の事前調査を終了した⽇⼜は分析調査を終

了した⽇のうちいずれか遅い⽇）（第 3 号及

び次項第 1 号において「調査終了⽇」とい

う。）から 3 年間保存するものとする。 

 

 

 

 

 

 ９ 第 2 項第 2 号ただし書に規定する材料

の有無及び場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 事業者は、・・・・ 

７ 第 2 項第 2 号ただし書・・・・ 

186 第 3条 ７ 事業者は、事前調査⼜は分析調査（以下

「事前調査等」という。）を⾏ったときは、当

該事前調査等の結果に基づき、第 1 号から第

10 号まで及び第 12 号前段に掲げる事項（第

3 項第 3 号から第8 号までの場合においては、

第 1 号から第 4 号までに掲げる事項に限る。）

の記録を作成し、当該記録並びに第 11 号及

び第 12 号後段に掲げる書類を事前調査を終

了した⽇（分析調査を⾏った場合にあっては、

解体等の作業に係る全ての事前調査を終了し

た⽇⼜は分析調査を終了した⽇のうちいずれ

か遅い⽇）（第 3 号及び次項第 1 号において 

「調査終了⽇」という。）から 3 年間保存する

ものとする。（施⾏⽇ 令和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇） 

 １〜８省略 

 ９ 事前調査を⾏った者の⽒名（施⾏⽇ 

令和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇） 

 10 第 2 項第 2 号ただし書に規定する材料

の有無及び場所（施⾏⽇ 令和 8 年 1 ⽉

1 ⽇） 

 11 第 4 項の事前調査を⾏った場合におい

ては、当該事前調査を⾏った者が同項の

厚⽣労働⼤⾂が定める者であることを

証明する書類の写し（施⾏⽇ 令和 8 年

1 ⽉ 1 ⽇） 

 12 分析調査を⾏った場合においては、当

該分析調査を⾏った者の⽒名及び当該

者が前項の厚⽣労働⼤⾂が定める者で

あることを証明する書類の写し（施⾏⽇ 

令和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇） 

８ 事業者は、・・・・ 

９ 第 2 項第 2 号ただし書・・・・ 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
200 第 4 条

の 2 

 ３ ⼯作物（⽯綿等が使⽤されているおそ

れが⾼いものとして厚⽣労働⼤⾂が定め

るものに限る。）の解体⼯事⼜は改修⼯事

（当該⼯事の請負代⾦の額が 100 万円以

上であるものに限る。） 

２ 前項の規定により・・・ 

 １〜4省略 

 ５ 第 3条第 5 項第 5 号及び第 8 号に掲げ

る事項の概要 

188 第 4 条

の 2 

 ３ ⼯作物（第 3条第 4 項ただし書の厚⽣

労働⼤⾂が定める⼯作物に限る。）の解体

⼯事⼜は改修⼯事（当該⼯事の請負代⾦

の額が 100万円以上であるものに限る。）

（施⾏⽇ 令和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇） 

２ 前項の規定により・・・ 

 １〜4省略 

 ５ 第 3条第 7 項第 5 号、第 8 号及び第 9

号、第 11 号及び第 12 号に掲げる事項の

概要（施⾏⽇ 令和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇） 

202 第 6 条

の 2 

３ 事業者は、・・・ 

２ 当該作業中は、当該⽯綿含有成形品を

常時湿潤な状態に保つこと。 

190 第 6 条

の 2 

３ 事業者は、・・・ 

２ 当該作業中は、当該⽯綿含有成形品を

常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能

を有する電動⼯具を使⽤することその他

の⽯綿等の粉じんの発散を防⽌する措置

を講ずること。（施⾏⽇ 令和 6 年 4 ⽉ 1

⽇） 

203 第 13条 ・・・・ときは、⽯綿等を湿潤な状態のもの

としなければならない。ただし、⽯綿等を湿

潤な状態のものとすることが著しく困難なと

きは、除じん性能を有する電動⼯具の使⽤そ

の他の⽯綿等の粉じんの発散を防⽌する措置

を講ずるように努めなければならない。 

192 第 13条 ・・・・ときは、⽯綿等を湿潤な状態のもの

とすること、除じん性能を有する電動⼯具を

使⽤することその他の⽯綿等の粉じんの発散

を防⽌する措置を講じなければならない。（施

⾏⽇ 令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇） 

204 第 13条 ３ ・・・・に対し、⽯綿等を湿潤な状態の

ものとする必要がある旨を周知させなけれ

ばならない。ただし、同項ただし書の場合

は、除じん性能を有する電動⼯具の使⽤そ

の他の⽯綿等の粉じんの発散を防⽌する措

置を講ずるように努めなければならない旨

を周知させなければならない。 

192 第 13条  ３ ・・・・に対し、⽯綿等を湿潤な状態の

ものとすること、除じん性能を有する電動

⼯具を使⽤することその他の⽯綿等の粉じ

んの発散を防⽌する措置を講ずる必要があ

る旨を周知させなければならない。（施⾏⽇ 

令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇） 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
208 第 38条 １〜２省略 

３ ・・・・ほか、健康診断の実施その他労

働者の健康の保持を図るため必要な措置を

講じなければならない。 

 

196 第 38条 １〜２省略 

３ ・・・・ほか、健康診断の実施その他労

働者の健康の保持を図るため必要な措置を

講ずるとともに、前条第 2 項の規定による

評価の記録、第 1 項の規定に基づき講ずる

措置及び前項の規定に基づく評価の結果を

次に掲げるいずれかの⽅法によって労働者

に周知させなければならない。 

 １ 常時各作業場の⾒やすい場所に掲⽰

し、⼜は備え付けること。 

 ２ 書⾯を労働者に交付すること。 

 ３ 磁気ディスク、光ディスクその他の記

録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者

が当該記録の内容を常時確認できる機器

を設置すること。（令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇） 

208 第 39条 （第 2 項を追加） 

 

197 第 39条 第 39条 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、同

項の場所については、第 37 条第 2 項の規

定による評価の記録及び前項の規定に基づ

き講ずる措置を次に掲げるいずれかの⽅法

によって労働者に周知させなければならな

い。 

 １ 常時各作業場の⾒やすい場所に掲⽰

し、⼜は備え付けること。 

 ２ 書⾯を労働者に交付すること。 

 ３ 磁気ディスク、光ディスクその他の記

録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者

が当該記録の内容を常時確認できる機器

を設置すること。（施⾏⽇ 令和 6 年 4 ⽉

1 ⽇） 

217 2 ⾏⽬ （最終改正令和 2 年 1 ⽉ 27 ⽇厚⽣労働省告

⽰第 18 号） 

206 2 ⾏⽬ （改正令和 2 年 1 ⽉ 27 ⽇厚⽣労働省告⽰第

18 号） 

218 上から 

11 ⾏⽬ 

防じんマスクの選択、使⽤等について 

（最終改正平成 30 年４⽉ 26 ⽇基発 0426第

５号） 

（以降 223 ページまで全⾯差し替え） 

207 上から 

11 ⾏⽬ 

防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付

き呼吸⽤保護具の選択、使⽤等について 

（改正令和 5 年 5 ⽉ 25 ⽇基発 0525第 3 号） 

（以降 221 ページまで基発 0525第 3 号に全

⾯差し替え） 
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（旧版） 5 版（令和 5 年 4 ⽉ 21 ⽇） （新版） 6 版（令和 5 年 12 ⽉ 15 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
224 上から 

9 ⾏⽬ 

（令和４年３⽉３⽇公布） 

 

222 上から 

9 ⾏⽬ 

（改正令和５年環境省令 10 号） 

（令和５年６⽉ 23 ⽇公布） 

231 ⼤気汚

染防⽌

法 施 ⾏

規則	

第 16条

の 5 

（解体等⼯事に係る調査の⽅法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 前号に規定する調査により・・・ 

229 ⼤気汚

染防⽌

法 施 ⾏

規則	

第 16条

の 5 

（解体等⼯事に係る調査の⽅法） 

 ２ 建築物を解体し、改造し、⼜は補修す

る作業を伴う建設⼯事に係る前号に規定

する調査（前号ただし書に規定する場合

を除く。）については、当該調査を適切に

⾏うために必要な知識を有する者として

環境⼤⾂が定める者に⾏わせること。た

だし、解体等⼯事の⾃主施⼯者である個

⼈（解体等⼯事を業として⾏う者を除

く。）は、建築物を改造⼜は補修する作業

であつて、排出され、⼜は⾶散する粉じん

の量が著しく少ないもののみを伴う軽微

な建設⼯事を施⼯する場合には、⾃ら当

該調査を⾏うことができる。 

 ３ 第 1 号に規定する調査により・・・ 

231 第 16条

の 7 

（解体等⼯事に係る説明の事項） 

 １〜２省略 

 

 

 

 

 

 ３ 解体等⼯事が・・・・ 

 ４ 解体等⼯事が・・・・ 

229 第 16条

の 7 

（解体等⼯事に係る説明の事項） 

 １〜２省略 

 ３ 第 16 条の５第２号に規定する調査を

⾏つたときは、当該調査を⾏つた者の⽒

名及び当該者が同号に規定する環境⼤⾂

が定める者に該当することを明らかにす

る事項 

 ４ 解体等⼯事が・・・・ 

 ５ 解体等⼯事が・・・・ 

231 第 16条

の 8 

（解体等⼯事に係る調査に関する記録等） 

 １〜９ 省略 

 

 

 

 

 

 

２ 法第 18条の 15第３項に規定する書⾯の

写しは、解体等⼯事が終了した⽇から３年

間保存するものとする。 

230 第 16条

の 8 

（解体等⼯事に係る調査に関する記録等） 

 １〜10 省略 

２ 第 16 条の５第２号に規定する調査を⾏

つたときは、前項の記録を、前項第８号に

規定する者が第 16 条の５第２号に規定す

る環境⼤⾂が定める者に該当することを証

明する書類の写しとともに保存するものと

する。 

３ 法第 18条の 15第３項に規定する書⾯の

写しは、解体等⼯事が終了した⽇から３年

間保存するものとする。 


